




令和７年 11 月 
 

お客さま各位 
 

東京ベイ信用金庫 
 

手形・小切手機能の全面的な電子化への対応について（その 2） 
 

現在、当金庫を含む金融機関では、政府の「成長戦略実行計画」等を踏まえ、令和８年度末までの
「手形・小切手機能の全面的な電子化」に取り組んでいます。 

お客さまにおかれましても、令和 9 年 3 月末までに「紙の手形・小切手を電子決済サービスに移行
する」ことが必須になりますので、お早めのご対応をお願い申し上げます。 

当金庫でも手形・小切手の電子化に向けた取り組みとして、下記の対応を実施しますのでお知らせ
いたします。 

今後もお客さまに安心してご利用いただけますよう、一層の利便性向上につとめてまいりますので、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
  

記 
 

１．手形・小切手の発行終了日：令和８年３月３１日（火） 
 

２．その他の対応等 
実施内容 実施時期 備考 

イ．手形専用当座勘定の新
規取扱い終了 

令和 7 年 11 月 28 日 
昨今の決済方法の多様化により、近年は開設のお
申し込みもないことから新規取扱いを終了させ
ていただきます。 

ロ．預金小切手（自己宛小
切手）による支払保証
の取扱い終了 

令和７年 12 月 30 日 
手形・小切手の発行終了にともない、取扱いを終
了します。 

ハ．払戻請求書による当座
預金出金の取扱い開始 

令和 8 年 1 月 5 日 
当座預金（当座勘定）の払戻請求書による取扱い
を開始します。ただし、払戻請求書によるお引出
しは、口座開設店に限ります。 

ニ．当座預金の新規口座開
設受付終了 

令和 8 年 3 月 31 日 
当座預金の新規口座開設受付を終了します。ただ
し、でんさいネットおよび当座貸越をご契約され
る方を除きます。 

 

３．代替サービスについて 
 当金庫では、手形に代わる決済方法として、「でんさい」のご利用を推奨しております。 

また、小切手に代わるお振込みに「インターネットバンキング」をご用意しておりますので、この
機会にぜひ導入をご検討ください。 

 

◎ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお取引店舗までお問い合わせください。 
 

以上 


